わが国における金融所得課税のあり方について
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エンジェル税制とは（日本）
ベンチャー企業に対する投資を促進するための税制上の特例として、平成9年度の税制改正により創設された。特定中小会社が発行した株式についての譲渡損失の繰越控除がされる。
エンジェルとはベンチャー企業に出資する投資家を指す。 

仕組み

2007年まで

1 投資時点

個人投資家はベンチャーに出資した費用を別の企業への株式譲渡益から差し引くことが出来る。

課税対象額＝所得合計額－ベンチャー出資費用（ただし、株式譲渡益・売却益額を上限とする）

2 株式譲渡益発生

譲渡益を1/2に圧縮して課税

3 株式売却損発生

損失を翌年以降３年間の繰越控除

2008年以降
④　①と②に加えて追加措置

2008年度以降のエンジェル税制案では、出資額のうち年間１千万円までを税制上の寄付金扱いとする事ができる。つまり株式譲渡益・売却益の有無に関係なく、課税所得から差し引く（控除）することが出来る。
なお、所得税の寄付金控除は総所得の40%が上限で、寄付金の合計額から5千円を引いた額を課税所得から引くことができる。
例：総所得800万円のサラリーマンの場合に、500万円のベンチャー投資を実施し、新エンジェル税制を活用す
ると、株の売買に関係なく、319万5千円を所得控除として、課税対象から差し引くことが出来る。
対象となるベンチャー企業は

（1）設立1年目の中小企業新事業活動法の特定新規中小企業者
（2）設立2,3年目の特定新規中小企業者であって、設立以来の営業キャッシュフローが赤字である企業


投資家は①と④どちらを利用するかが選択できるようになった。

改正理由

現行制度では、株式売却によって利益を出した人しか、ベンチャー投資時点の税制優遇は受けらなかった。また、株式保有者にとっても、税制優遇が利用できるか否かは、株価動向に左右されるというものであった。それが今回の改正で、
（1）株式投資をしていない人も、税制優遇の対象となる。
　　　→今までは株式売却によって利益を出した人しか、ベンチャー投資時点の税制優遇は受けられなかった
（2）株式投資している人も、株価動向に関係なく税制優遇を受けられる。

他国との比較
日本とアメリカの違い

エンジェルの年間投資額　　　　　　アメリカ：2兆6000億円　       日本：13~16億円
ベンチャーキャピタルの数　　　　　アメリカ：600社　　　　　　　　 日本：200社
ベンチャーキャピタルの年間投資額　アメリカ：2兆円（2500社に投資）日本：4200億円（2482社に投資）


日本のエンジェル投資はアメリカに比べるとかなり少ない。
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エンジェル税制と「貯蓄から投資へ」
「貯蓄から投資へ」の目的は投資の活性化、資産形成。さらにはそれによる経済の活性化。

それを考えると、ベンチャーへの投資活性化に向けての、税制優遇も必要なのではないか。

投資時点に関する優遇は他国と比べても、適当であると考えるが、それと引き換えに譲渡益に関する優遇を廃止してしまっては、優遇が不十分であるのではないか。

よって①譲渡益に関する1/2課税の恒久化

　　　②譲渡損失通産可能年度の延長　　　　を主張する。




序章





第１章　金融所得課税改革の必要性


　１－１　「貯蓄から投資へ」の必要性


　１－２　現行所得税制について





　　　少子高齢化による個人の資産形成の必要性や、経済成長のための個人マネーの資本


　　　市場還流の必要性などの観点から述べる





第２章　「貯蓄から投資へ」に向けた問題点


　２－１　金融所得課税一体化


　２－２　損失繰越


　２－３　配当二重課税


　２－４　優遇税制


　２－５　納税者番号制度





第３章　海外諸国の金融所得税制


　３－１　二元的所得税制（ノルウェーの例）


　３－２　ボックス課税制度（オランダの例）


　３－３　総合課税化での金融所得優遇（英国、米国の例）





　　　実際に金融所得課税一体化を果たした国の目的と成果、方法を確認し４章へと


つなげる。優遇税制もお手本にすべき国として、二カ国を挙げる予定。


　　　





第４章　「貯蓄から投資へ」を目指す税制


　４－１　恒久的な税制と租税三原則


　４－２　「貯蓄から投資へ」に向けたあるべき税制





　　　前述した問題点や諸外国の例を踏まえ、私達が考えるあるべき税制を述べる。そこ


　　　では金持ち優遇への批判が強いことや、リスク回避的な国民性などの日本の特殊性


　　　も考慮する。





終章





それぞれの問題点と改善の必要性、議論の経緯について述べ、第４章の主張へとつなげる。


特に、重要視して書くのは２－１と２－３と２－４の３点。





しかし譲渡益に関する優遇税制は2０年で廃止





21年3月迄





「貯蓄から投資へ」





国内経済の活性化





個人による資産形成の推進





投資初心者に対する投資優遇





資産家によるベンチャー投資優遇





投資全体に対する優遇





エンジェル税制の拡充








金融所得課税一体化


損失繰越の期間延長


配当二重課税の解消


納税者番号制度





日本版ISA導入による小額投資優遇


３年以上保有株式の譲渡益の1/2課税





考え方のスタンス


日本の今後を考えると、「貯蓄から投資へ」に向けた税制は時限的措置ではない。恒久的税制になることを意識し、公平・中立・簡素を最大限意識した税制を作り上げる必要がある。





他国と比べると、日本はあまり優遇されていないのでは？





21年から


新制度導入





ただ・・・根本的に日本ではエンジェル投資家に対する認知度や理解が少なく、エンジェル投資家が少ないと言う現状があり、税制だけでの解決は難しいと考えられるので強くは押さない。





ここで、述べたいのは長期的な経済活性化に対する考え方。








第１章　金融所得課税改革の必要性





→まず、現在の日本の個人金融資産の現状について述べ、なぜこのようになったかを考察する。そして個人による資産形成の必要性と資本還流による日本経済の活性化の二つの視点より「貯蓄から投資へ」の必要性について述べる。次に現行所得税制について述べ、第２章への布石とする。





第２章　「貯蓄から投資へ」に向けた問題点





→「貯蓄から投資へ」に向けた問題点をそれぞれ考察する。どのような問題で、なぜ起こったのかを理解し、問題の改善の必要性を主張する。ここでは問題の紹介にとどめる予定。





第３章　





→海外諸国の特筆すべき金融所得税制について述べる。それぞれの国がどのような要請から、税制変更に至りどのような結果を得たのかを紹介し、第４章の私達が主張するあるべき税制へのインプリケーションとする。





第４章





→これまでの議論を踏まえ最後に私達の主張を書く。まず恒久的税制だと考えていることを主張し、主張の根本にある租税三原則を紹介する。そしてわが国の国民性や特殊性を意識したあるべき税制を主張する。








